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１.趣 旨

２.メンタルヘルスケア推進

◆ メンタルヘルス推進体制

従 業 員 

事業場内産業保健スタッフ 

・産業医

健康管理担当部署スタッフ 

・人事部、健康管理担当部署 担当者

管理監督者 

・所属部署上長

本ガイドラインは、当社において講ずる従業員の心の健康の保持増進のための措置（以下「メン

タルヘルスケア」という。）が適切かつ有効に実施されるよう、下記「基本方針」のもとメンタル

ヘルスケアの推進体制と原則的な実施方法について定めるものである。

◆ 基本方針

※ すべての従業員が「基本方針」を理解し、一体となって以下の事項に取り組んでいく。

① すべての従業員のメンタル不調を未然に防ぐための環境を日常的に整備する。（⇒上長・管理者等）

② メンタル不調に早い段階で気付き、重症化しないように適切に対処する。（⇒本人、上長・管理者等）

③ メンタル不調を発症してしまった従業員の治療、休職後の職場復帰を支援し、再発防止に取り組む。

（⇒上長・管理者等）

当社は、すべての従業員が活き活きと働ける職場環境を構築するために、メンタルヘルス

不調者への対応はもとより、社内コミュニケーションの活性化を目指し、心の健康づくりに

継続的に取り組んでいく。 

相談 

連携 

支援 

メンタル不調は、いつ誰がなってもおかしくない

所管本部 

・統括部長 他

労 働 組 合 

全国土木建築 

国民健康保険組合 

事業場外資源 

・社外相談窓口




